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はじめに

　岩田・八田［2003］の提案

　岩田・八田［2003］は，個人の不動産（土地）に対する譲渡所得税として，「譲渡所得税の死

亡時課税」を提案し，法人（企業）に対する土地譲渡所得税として，含み益利子税付き譲渡所得

税を提案している。個人の不動産（土地）に対する「譲渡所得税の死亡時課税」とは，不動産を

売却した時点で譲渡所得税額が買換不動産の額以下である場合にかぎり，譲渡所得税の延納を認

め，延納された譲渡所得税については，死亡時（あるいは夫婦の両方が死亡した時点）に納税を

義務づける。不動産を生前売却せずに死亡時まで持ち続ける場合には，その不動産に対して，そ

の時点で売却された場合に支払うべき譲渡所得税の納税を義務づける。すなわち，「みなし譲渡

所得」課税を行うというものである。

　「譲渡所得税の死亡時課税」は，死亡時まで無利子で税を延納できる制度であるから，名目税

率が同じならば，実効税率を大きく引き下げる。これは，「譲渡所得税の死亡時課税」自体が，

不動産（土地）所有者と不動産（土地）購入者の予想死亡時期が同一でない限り，中立的ではな

いという問題を生じさせる。また，「譲渡所得税の死亡時課税」と死亡時課税を行わない預貯金

等の他の資産所得への税との間において公平性に欠けるというの問題を生じさせる。

　これらの問題とは別に，毎年含み益利子税を課す企業への土地譲渡所得税との間で中立匪や公

平性の問題を生じさせる。つまり，個人の不動産（土地）に対しては死亡時まで無利子で税を延

納することを認めておきながら，企業に対しては毎年含み益利子税を課すためには，理論的な根
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拠が必要である。理論的な根拠がない場合には，税の公平性に欠けるという批判が生じる。また，

個人に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と法人（企業）に対する含み益利子税付き譲渡所得税

の併用は，後述するように，中立的ではなく，譲渡所得税の中立性（凍結効果）について新たな

問題を提起する。したがって，企業に対しては毎年含み益利子税を課すのであれば，個人の不動

産（土地）に対して「譲渡所得税の死亡時課税」の長所を生かしながら，中立性・公平性を確保

できるような新たな譲渡所得税の死亡時課税を検討することが必要である。

　青野［2006］の提案

　青野［2006］は，個人の不動産（土地）への譲渡所得税として，「新土地譲渡所得税の死亡時

課税」を提案している。「新土地譲渡所得税の死亡時課税」の概略を述べると，次の通りである。

まず，「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」を導入し，新税制導入期に基準となるＴ期後

の税率θＴ（例えば, 35%)を定める。Ｔ期は，θＴ＝θ（1十ｒ丿を充たすＴである。Ｔ期後を基準

にして死亡時課税される場合の税率は，Ｔ期以前には毎期（税引き後）利子率ｒで割り引く。し

たがって，Ｔ期以前のざ期後に死亡した場合の税率θsは，θ≦θＴ（1十r）ｓ-７＜θＴとなる（これを

「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」という）。新税制導入期より時間が経過し，死亡時期

が遅くなるほどざが大きくなるから，名目税率θsは高くなる。Ｔ期経過後は，Ｔ期の税率θＴで

「譲渡所得税の死亡時課税」を行う。「譲渡所得税の死亡時課税」との違いは，預貯金等の他の資

産所得への税率との公平性を図るためにＴ期まで名目税率θsを引き上げていき，Ｔ期以降に

は，θＴになっていることである。ただし，Ｔ期経過後は，不動産所有者が売却時点から，不動

産購入者が購入時点からＪ年以内に死亡した場合には，θＴ－α（例えば，35％－5％）の税率で

死亡時に課税する。不動産所有者が不動産を売却した時点より地域の不動産価格（地価）が下落

した場合には，凍結効果を排除するために，不動産価格が下落した死亡時の価格で課税する。不

動産所有者が死亡時まで不動産を売却せずに保有し続けた場合は，死亡時に売却したとみなして

時価評価し，「みなし譲渡所得」課税を行う。

　このような「新土地譲渡所得税の死亡時課税」は，現行の譲渡所得税制度の問題点，すなわち，

不動産を売却しないで死亡時まで保有し続ければ課税の繰延べができ，そのために，現行の譲渡

所得税制度は，不動産の売却と取引を阻害する効果（凍結効果）を持っという問題点を回避でき

る。また，八田［1994］や岩田・八田［2003］の提案する「譲渡所得税の死亡時課税」が持つ中

立性・公平性についての問題点を改善することができる。

　しかし，岩田・八田［2003］の提案する「譲渡所得税の死亡時課税」であれ，青野［2006］の

提案する「新土地譲渡所得税の死亡時課税」であれ，譲渡所得税の死亡時課税は，個人に対して

は適用できるが，法人に対しては適用できない。なぜならば，個人と異なり，法人には，死亡が

存在しないからである。また，法人の死亡に相当する倒産の場合には，個人の死亡時のように不

動産を評価して，不動産の譲渡所得に相当する税を支払える状況にはない。同様の理由で，八田

［1994］やAuerbach［1991］によって提案された売却時中立型の譲渡所得税は，凍結効果を排

除することができるが，法人が経営に行き詰まったり，倒産した場合には，事実上，不動産の譲

渡所得税を払えないから，法人に対する譲渡所得税としては，実効既に欠けj言宍法人に対して譲

渡所得税を課し，かつ，法人に対する譲渡所得税の凍結効果を排除するためには，未実現のキヤ
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ピクル・ゲイン（値上がり益）に毎年課税する方法が必要である。

５

　含み益利子税付き譲渡所得税

　未実現のキャピタル・ゲイン（含み益）に毎年課税する方法として，岩田［1977］によって提

案された「含み益利子税付き譲渡所得税」がある。岩田・八田［2003］は，法人（企業）に対す

る土地譲渡所得税として，含み益利子税付き譲渡所得税を提案している。岩田・八田［2003］に

よると，含み益利子税を企業に適用する場合の具体的内容は，次の通りである。

　①　企業に対しては，売却時にかける譲渡益税ではなく，発生時課税にする。すなわち年々の

　　キャピタル・ゲイン（含み益）に課税する。

　②　ただし，このキャピタル・ゲイン税の納税を無期限に延期することを認める。

　③　そのうえで，延納分か発生させる利子分（＝含み益利子）は毎年納付させる。

　ここで「含み益利子税付き譲渡所得税」とは，土地を売却したときに一定の土地譲渡所得税率

θで土地譲渡所得税を課すことに加えて，土地を売却する以前においても，含み益利子税，すな

わち，利子率×土地譲渡所得税率に未実現の土地値上がり益（含み益）を乗じた金額を毎期の期

末に徴収するものである。今期の地価をPo，来期の地価をP1，土地の取得価格をＲ，利子率を

ｒとすれば，今期に「含み益利子税付き譲渡所得税」が導入された場合，Ｔ期首に土地を売却し

たときにθ（PT－Ｒ）の土地譲渡所得税を課すことに加えて，今期末にΓθ（Po－Ｒ），来期末にΓθ

（P1－Ｒ），Ｔ－1期末にΓθ（PT-1－Ｒ）というように毎期，含み益利子税を課ずﾑ

　個人への譲渡所得税の死亡時課税と企業への含み益利子税付き譲渡所得税の併用

　個人の不動産（土地）に対しては「譲渡所得税の死亡時課税」を課し，企業の不動産（土地）

に対しては含み益利子税付き譲渡所得税を課すことは，税の中立性について新たな問題を生じさ

せる。含み益利子税付き譲渡所得税は，土地所有者と土地購入者に同じように適用されるならば，

地価上昇が予想される限り，土地売却について中立的である。しかし，岩田・八田［2003］が提

案するように，個人に対しては「譲渡所得税の死亡時課税」を課し，企業に対しては含み益利子

税付き譲渡所得税を課す場合には，土地所有者と土地購入者に同じ課税方式が適用されるとは限

らない。例えば，土地所有者が個人であり，土地購入者が法人である場合には，土地所有者には，

「譲渡所得税の死亡時課税」が適用され，土地購入者には，含み益利子税付き譲渡所得税が適用

されることになる。

　土地所有者と土地購入者が共に個人，あるいは，共に法人（企業）ではない場合，すなわち，

土地所有者と土地購入者に異なる課税方法が適用された場合に，岩田・八田［2003］の提案する

個人に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と企業に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用と，

青野［2006］の提案する個人に対する「新譲渡所得税の死亡時課税」と企業に対する含み益利子

税付き譲渡所得税の併用を比較すると，中立性という観点から，いずれが優れていると言えるで

あろうか。また，個人に対して「新譲渡所得税の死亡時課税」を実施し，法人（企業）に対して

含み益利子税付き譲渡所得税を実施する場合に，未実現キャピタル・ゲインをどのように評価す

べきであろうか。

　以下の第Ｈ節から第Ｖ節では，土地所有者と土地購入者に異なる課税方法が適用された場合に。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（625）



　６　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第56巻・第５・６号）

両提案が土地売却についてどのような効果を持っのかを検討し，両提案を中立性という観点から

比較する。小論における議論より，土地所有者と土地購入者が共に個人ではなく，個人に対する

譲渡所得税の死亡時課税と企業に対する含み益利子税付き譲渡所得税を併用する場合においても

中立性，すなわち，土地売却をｍ害する効果（凍結効果）や促進する効果（逆凍結効果）を持つ

可能性とその効果の大きさという観点から，青野［2006］の提案する個人に対する「新譲渡所得

税の死亡時課税」と企業に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用の方が，岩田・八田

［2003］の提案する個人に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と企業に対する含み益利子税付き

譲渡所得税の併用よりも優っていることが明らかされる。

　第‾VI節では，個人に対する「新譲渡所得税の死亡時課税」を実施する場合の「みなし譲渡所得

税」や企業に対する含み益利子税付き譲渡所得税を実施する場合に生じる未実現キャピタル・ゲ

インの評価の問題について検討する。その上で，企業に対する含み益利子税については，５年以

内の土地保有に対して含み益利子税を免除することを提案する。

Ｈ。個人に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と法人（企業）に対する含み益利子税

　付き譲渡所得税の併用

　１．土地所有者が個人であり，土地購入者が法人である場合

　小論において，土地売却の効果を分析するに際して，次のような仮定をおく。

　①　土地所有者と土地購入者は，土地を異なる２種類の用途に使用する。

　②　土地の転用費用はかからないが，賃貸借費用は極めて大きいものとする。したがって，土

　　地の転用は，売却を通じて行なわれる。

　③　土地全体の面積は，一定であり，土地を異なる２種類の用途に使用する場合における異な

　　る用途の土地の限界生産性は，それぞれの土地の面積が増大するにしたがって逓減す｡どﾑ

　以上の仮定の下で，土地所有者が個人であり，土地購入者が法人である場合に，岩田・八田

に003］の提案する個人に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と法人（企業）に対する含み益利

子税付き譲渡所得税の併用が，土地売却についてどのような効果を持つかを考えよう。

　まず，土地所有者が個人の場合における土地売却の決定について考えよう。土地所有者が個人

の場合には，土地所有者には，「譲渡所得税の死亡時課税」が適用される。今期をＯ期とし，今

期首の地価をPo，来期首の予想地価をP1，土地の取得価格をＲとする。また，poAを土地所有者

の今期の予想（帰属）地代とする。ただし，po帽よ，今期末に生じるものとする。譲渡所得税は

死亡時に課せられるものとし，譲渡所得税率（実現キャピタル・ゲイン税率）をθ，個人の土地

所有者の割引率（税引き後の利子率）をｒとする。土地所有者はＳ期後に死亡すると予想して

土地売却を決定するものとしよう（これは，土地所有者が土地売却を行う場合の決定についての

予想であって，現実に土地所有者がいつ死亡するかとは無関係である）。

　以上のように想定すれば，土地所有者が来期首に土地を売却したときの純収益の現在価値は，

　1

(1十ｒ)
(poA十P1)－

θ(P1－Ｒ)

(1十r)s

（626）

(1)
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であり，土地所有者が今期首に土地を売却したときの純収益は，

Po-
θ(Po－Ｒ)

(1十ｒ)s

②k

７

である。(1)式が②式を下回れば，土地所有者は今期に土地を売却しご1)式が②式を上回れば，今

期の土地売却を延期する。(1)式と②式が等しければ，今期と来期以降の土地売却は無差別となる。

したがって，今期と来期の土地売却が無差別となる条件は，(1)＝②とおくことにより，

poA十(P1－Po)－
θ(P1－Po)

(1十r)s-1

＝ｒＰO (3)

となる。（3）式を成立させる地価が，「譲渡所得税の死亡時課税」が行われた場合の留保需要価格

である。留保需要価格は，地価がこの価格を上回れば，売却されるという意味で土地の供給価格

でもある。

　次に，土地購入者が法人である場合における土地購入の決定について考えよう。法人の土地購

入者には含み益利子税付き譲渡所得税が適用されるものとする。今期の土地購入者は，購入した

土地をＴ期間保有するものと想定し，Ｔ期首の予想地価をPt. t期末における土地購入者の予

想帰属地代をρごとする。Ｏ期（今期）における土地購入者の新規土地需要価格Poは，０期首

（今期首）に土地を購入してＴ期首にその土地を売却したときの純収益の現在価値に等しいから，

Po＝

T－1

Σ

t＝0

II－Γθ(Pt－Po)

　(1十ｒ)９1

PＴ－θ(ＰＴ－Po)

　　(1十i丿

(4)

となる。ただし，ｉは，法人の土地購入者の割引率である。同様にして，来期における新規土地

需要価格P1を求めると，

P1＝
II－Γθ(Pt－P1)

　　(1十副

PＴ－θ(ＰＴ－P1)

　　(1十J)T-1
⑤

となる。（4）式に（1十i）を掛けたものを同式から差し引くと，今期と来期の土地購入が無差別と

なる条件は，

ρ♂＋P1－Po二iPo＋
θ(P1－Po)，ｖΓθ(P1－Po)

十Σ
(1十i丿-1　t＝1　　　(1十i)1

⑥

となる。（6）式を成立させるPoが，含み益利子税付き譲渡所得税が適用された下で，法人の土地

購入者が，Ｔ期首に土地を売却することを考えて土地を購入する場合の新規土地需要価格である。

　簡単化のために，土地所有者と土地購入者の来期の地価についての予想は一致しており，かフ

土地所有者の割引率ｒと土地購入者の割引率ｉが等しい（ｒ＝i）と想定すれば，（6）式を（3）式に代

入することにより，地価上昇が予想される場合に，今期に土地を売却しても来期以降に土地売却

を延期しても無差別となる条件は，次式で示すことができる。

ρ♂－poA二(i－ｒ)Po＋
θ(P1－Po)

(1十J)T-1
十θ(P1－Po)－

二θ(P1‾Po){1‾(1
こ

)s-1

θ(P1－Po)

(1十J)T-1

θ(P1－Po)

(1十ｒ)s-1

(7)

　（7）式より，個人の土地所有者には，「譲渡所得税の死亡時課税」が適用され，法人の土地購入

者には，含み益利子税付き譲渡所得税が適用される場合には，個人に対する「譲渡所得税の死亡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（627）
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時課税｣と企業に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用は，個人の土地所有者が来期以降に

死亡することを予想している(S＞1)限り，土地売却を阻害する効果(凍結効果)を持つと言え

る。土地所有者が来期に死亡することを予想している(S＝1)ならば，土地売却について中立的

である。s＞1のときの土地売却をｍ害する効果(凍結効果)は，地価上昇期待(P1－Po)が大き

いほど大きく，土地所有者の予想死亡時期(S期)が遅いほど大きい。

　(7)式は，次のように解釈することができる。地価上昇が予想される下で，個人の土地所有者に

｢譲渡所得税の死亡時課税｣が導入されたならば，Ｓ期後に死亡することを予想している土地所

有者は，土地売却を今期から来期に延期することによってθ(P1－Po)／(1十ｒ)s-1の地価上昇に

よる納税額の増加という納税延期の不利益を受ける。これは，土地売却時期を早める要因である。

後述の(10)式から分かるように個人の土地所有者に対して含み益利子税付き譲渡所得税が適用さ

れる場合には，土地所有者は，土地売却を今期から来期に延期することによってθ(P1－Po)の

地価上昇による納税額増加という納税延期の不利益を受ける。すなわち，θ(P1－Po)／(1十ｒ)s-1

≦θ(P1－Po)であり，土地所有者の予想死亡時期(Ｓ期)が遅いほど，個人の土地所有者に｢譲

渡所得税の死亡時課税｣が課せられた場合の譲渡所得税の現在価値は小さくなるから，地価上昇

による納税額増加という納税延期の不利益θ(P1－Po)／(1十ｒ)s-1は小さくなる。

　他方，法人の土地購入者に含み益利子税付き譲渡所得税が導入されたならば，法人の土地購入

者は，今期から来期に土地購入を延期することによってθ(P1－Po)／(1十i丿-1の地価上昇による

納税額減少という納税延期の利益と
T－1
Σ

t＝1

Γθ(P1－Po)／(1十i)1＝ θ(P1－Po)－θ(P1－Po)／(1十i丿-1

の含み益利子税に対する納税額減少という納税延期の利益を得ることができる。これは，土地購

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ-1入時期を遅らせる要因である。S＞1という想定の下では，θ(P1－Po)／(1十J)T-1十ΣΓθ(P1－Po)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t＝1

/（1十i）1＝θ（P1－Po）という法人の土地購入者の土地購入時期を遅らせる要因が，θ（P1－Po）／

（1十ｒ）s-1という個人の土地所有者の土地売却時期を早める要因を上回る結果，個人の土地所有

者に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と土地購入者の企業に対する含み益利子税付き譲渡所得

税の併用は，土地売却を阻害する効果（凍結効果）を持つのである。換言すれば，個人に対して

仏企業に対しても共に含み益利子税付き譲渡所得税が適用される場合と比較して，個人の土地

所有者に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と土地購入者の企業に対する含み益利子税付き譲渡

所得税の併用は，土地所有者の予想死亡時期（S期）が遅いほど，個人の土地所有者に「譲渡所

得税の死亡時課税」が課せられた場合に地価上昇による納税額増加という納税延期の不利益θ

（P1－Po）／（1十ｒ）s-1が小さくなる結果，土地売却をｍ害する効果（凍結効果）を持つのである。

　２．土地所有者が法人であり，土地購入者が個人である場合

　逆に，土地所有者が法人であり，土地購入者が個人である場合を考えよう。土地所有者が法人

の場合には，土地所有者に対して含み益利子税付き譲渡所得税が適用されるから，土地所有者が

来期首に土地を売却したときの純収益の現在価値は，

　1

(1十ｒ)
{poA十P1－Γθ(Po－Ｒ)－θ(P1－Ｒ)}

（628）

(8)
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であり，土地所有者が今期首に土地を売却したときの純収益は。

　　　{Po－θ(Po－Ｒ)}　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9)

である。(8)＝(9使おくことにより，今期と来期の土地売却が無差別となる条件は。

　　　poA十(P1－Po)－θ(P1－Po)－Γθ(Po－Ｒ)＝rPo－Γθ(Po－Ｒ)　　　　　　　　　　　　　㈲)

となる。ここで，ｒは，法人の土地所有者の割引率である。(10)式を成立させる地価Poが，法人

の土地所有者に対して含み益利子税付き譲渡所得税が導入された場合の留保需要価格(土地供給

価格)となる。

　土地購入者が個人であり，土地購入者には｢譲渡所得税の死亡時課税｣が適用される場合の土

地購入の決定について考えよう。今期の土地購入者は，購入した土地をＮ期間保有するものと想

定し，Ｎ期首の予想地価をPnとする。また，土地購入者と土地所有者の地価についての予想は，

一致しているものと想定する。土地購入者は，Ｗ期後に死亡すると予想して土地購入を決定す

るものとしよう。ここで，Ｗ≧Ｎである。

　今期における土地購入者の新規土地需要価格Poは，今期首に土地を購入してＮ期首にその土地

を売却したときの純収益の現在価値に等しいから，地価の上昇を予想する場合には，

Po＝
ｙ　　p."　　＋　　Pn

t＝1（1十i）91　（1十i戸

dip.､i－ Po)

　(1十i丿

おけ

を得る。ただし，iは，土地購入者の割引率である。同様にして，来期における新規土地需要価

格P1を求めると，

P1＝

N－1　　　　H
Σ　Pi

P
I､､i

t＝1（1十i）1　（1十i)N-l

θ(ＰＸ－P1)

(1十i丿-1
㈲

を得る。㈲式に（1十i）を掛けたものを㈲式から差し引くと，今期と来期の土地購入が無差別と

なる条件は，

ρ♂＋P1－Po二iPo＋
θ(P1－Po)

(1十i丿-1

、
勿
り

ぱ
ヽ

となる。尚式を成立させるPoが，個人の土地購入者に「譲渡所得税の死亡時課税」が適用され

る場合の新規土地需要価格である。

　簡単化のために土地所有者の割引率ｒと土地購入者の割引率ｉが等しい（r＝i）と想定すれ

ば，旧式を（10）式に代入することにより，地価上昇が予想される場合に今期に土地を売却しても

来期以降に土地売却を延期しても無差別となる条件は，

poII－poA二(i－ｒ)Po＋
θ(P1－Po)

(1十J)W-1

二θ(P1‾Po){(1ﾐ)゛-1

－θ(P1－Po)－Γθ(Po－Ｒ)十Γθ(Po－Ｒ)

-1卜 、
ぶ
肖

に

となる。㈲式より，法人の土地所有者には，含み益利子税付き譲渡所得税が適用され，個人の土

地購入者には「譲渡所得税の死亡時課税」が適用される場合には，個人の土地購入者が来期

（年）以降に死亡すると予想している（Ｗ＞1）限り，個人に対する「譲渡所得税の死亡時課税」

と法人（企業）に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用は，土地売却を促進する効果（逆凍

結効果）を持つと言える。土地購入者が来期（年）に死亡すると予想している（Ｗ＝1）ならば。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（629）
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土地売却について中立的である。Ｗ＞1のときの土地売却を促進する効果（逆凍結効果）は，地価

上昇期待（P1－Po）が大きいほど大きく，土地購入者の予想死亡時期（Ｗ期）が遅いほど大きい。

　㈲式は，次のように解釈することができる。地価上昇が予想される下で，法人の土地所有者に

含み益利子税付き譲渡所得税が導入されたならば，法人の土地所有者は，土地売却を今期から来

期に延期することによってΓθ（Po－Ｒ）の納税延期の利益を受けるが，含み益利子税Γθ（Po－Ｒ）

と今期から来期への地価上昇による税負担の増加θ（P1－Po）という納税延期の不利益を受ける。

その結果，法人の土地所有者は，土地売却を今期から来期に延期することによって今期から来期

への地価上昇による税負担の増加θ（P1－Po）という納税延期の不利益を受ける。これは，土地

売却時期を早める要因である。他方，個人の土地購入者に「譲渡所得税の死亡時課税」が導入さ

れたならば，個人の土地購入者は，今期から来期に土地購入を延期することによってθ（P1－Po）

／（1十ｒ）゛-1の地価上昇分の納税額減少という納税延期の利益を得る。これは，土地購入時期を

遅らせる要因である。Ｗ＞1と想定すれば，θ（P1－Po）という法人の土地所有者の土地売却時期

を早める要因が，θ（P1－Po）／（1十ｒ）゛-1という個人の土地購入者の土地購入時期を遅らせる要因

を上回る結果，個人の土地購入者に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と法人（企業）の土地所

有者に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用は，土地売却を促進する効果（逆凍結効果）を

持つのである。換言すれば，個人に対しても，企業に対しても共に含み益利子税付き譲渡所得税

が適用される場合と比較して，個人の土地購入者に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と法人

（企業）の土地所有者に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用は，土地購入者の予想死亡時

期（Ｗ期）が遅いほど，個人の土地購入者に「譲渡所得税の死亡時課税」が課せられた場合尚

今期から来期に土地購入を延期することによって得られる地価上昇分の納税額減少という納税延

期の利益θ（P1－Po）／（1十ｒ）゛-1が小さくなる結果，土地売却を促進する効果（逆凍結効果）を

持つのである。

　以上より，個人に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と企業に対する含み益利子税付き譲渡所

得税の併用は，土地所有者が個人で土地購入者が法人の場合には，凍結効果を持ち，土地所有者

が法人で土地購入者が個人の場合には，逆凍結効果を持つが，その効果の大きさは，地価上昇期

待（P1－Po）が大きいほど大きい。また，個人の土地所有者の予想死亡時期や土地購入者の予想

死亡時期に依存し，予想死亡時期が遅いほどその効果が大きいと言える。

Ⅲ．個人に対する「新譲渡所得税の死亡時課税」（売却時中立型新譲渡所得税の死亡時

　課税）と法人（企業）に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用

　１．土地所有者が個人であり，土地購入者が法人である場合

　次に青野［2006］において提案されたように個人の不動産（土地）に対しては「新譲渡所

得税の死亡時課税」（売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税）を課し，法人（企業）に対して

は含み益利子税付き譲渡所得税を課す場合を考えよう。

　「新譲渡所得税の死亡時課税」の下では，土地を売却した時点での土地の売却価格と取得価格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（630）
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との差に対してＴ期を基準にして死亡時に譲渡所得税が課せられる。したがって，Ｔ期の譲渡

所得税率をθＴとすると，Ｓ期の譲渡所得税率は，θＴ(1十ｒ)s４となる。

　｢新譲渡所得税の死亡時課税｣の下で土地所有者が来期首に土地を売却したときの純収益の現

在価値は，

　1

(1十ｒ)
(poA十P1)－

θＴ(1十r)s-７(P1－Ｒ)

　　　(1十ｒ)s

であり，土地産所有者が今期首に土地を売却したときの純収益は，

Po-
θＴ(1十ｒ)s-７(Po－Ｒ)

　　　(1十ｒ)s

である。㈲＝㈲とおくと，今期と来期の土地売却が無差別となる条件は，

poA十(P1－Po)－
θＴ(P1－Po)

(1十ｒ)Ｉ-1
＝rPO

、
ｎ
Ｊ
。

け

、
０
。

ぱ
ヽ

㈲

となる。㈲式を充たすPoが，「新譲渡所得税の死亡時課税」が導入された場合の留保需要価格

（土地供給価格）である。

　他方，土地購入者が法人（企業）の場合には，土地購入者には含み益利子税付き譲渡所得税が

適用されるから，ｒ＝iと想定すればバ6）式を㈲式に代入することにより，地価上昇が予想される

場合に，今期に土地を売却しても来期以降に土地売却を延期しても無差別となる条件は，次式で

示すことができる。

poII－poA二(i－ｒ)Po＋
θＴ(P1－Po)

(1十J)T-1
十θ(P1－Po)

θ(P1－Po)

(1十i丿-1

θＴ(P1－Po)

(1十ｒ丿-1

　　　　　　　＝－Γθ（P1－Po）＜O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈲

　㈲式より，個人の土地所有者には，「新譲渡所得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得

税の死亡時課税」）が適用され，法人の土地購入者には，含み益利子税付き譲渡所得税が適用さ

れる場合においては，個人に対する「新譲渡所得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税

の死亡時課税」）と企業に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用は，土地売却を促進する効

果（逆凍結効果）を持つと言える。この土地売却を促進する効果（逆凍結効果）は，個人の土地

所有者の割引率（利子率）ｒが高いほど，地価上昇期待（P1－Po）が大きいほど大きいが，土地

所有者の予想死亡時期（S期）には，依存しない。凍結効果（逆凍結効果）とその効果の大きさ

だけでなく，予想死亡時期に依存しないしないという点で，個人に対する「新譲渡所得税の死亡

時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」）と企業に対する含み益利子税付き譲渡所

得税の併用の効果は，個人に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と企業に対する含み益利子税付

き譲渡所得税の併用の効果と大きく異なっている（（7）式参照）。

　㈲式は，次のように解釈することができる。地価上昇が予想される下で，個人の土地所有者に

「新譲渡所得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」）が導入されたならば，

θＴの譲渡所得税は，Ｔ期後を基準にして死亡時に課税されるから，Ｓ期後に死亡すると予想して

いる個人の土地所有者は，今期から来期への土地売却延期によりθＴ（1十ｒ）s-’I｀（P1－Po）／（1十r）

s-1＝θＴ（P1－Po）／（1十r）７-1＝（1十ｒ）θ（P1－Po）の納税額増加という納税延期の不利益を受ける。

これは，土地売却時期を促進する要因である。他方，法人の土地購入者に含み益利子税付き譲渡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(631)
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所得税が導入されたならば，法人の土地購入者は，今期から来期に土地購入を延期することによ

ってθ(P1－Po)／(1十i丿-1の地価上昇による納税額減少という納税延期の利益と
T－1

Σ

t＝1

Γθ(P1－Po)

/(1十i)' =θ(P1－Po)－θ(P1－Po)／(1十i丿-1の含み益利子税に対する納税額減少という納税延

期の利益を得ることができる。これは，土地購入時期を遅らせる要因である。θＴ(P1－Po)／(1

十ｒ)７-1＝(1十ｒ)θ(P1－Po)という個人の土地所有者の土地売却時期を早める要因が，θ(P1－Po)

／(1十i丿-1とΣΓθ(P1－Po)／(1十i)t＝θ(P1－Po)－θ(P1－Po)／(1十J)T-1という法人の土地購入

者の土地購入時期を遅らせる要因を上回る結果，個人の土地所有者に対する「新譲渡所得税の死

亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」）と法人（企業）の土地購入者に対する

含み益利子税付き譲渡所得税の併用は，Γθ（P1－Po）の土地売却を促進する効果（逆凍結効果）

を持つのである。

　２．土地所有者が法人であり，土地購入者が個人である場合

　逆に，土地所有者が法人であり，土地購入者が個人である場合を考えよう。土地所有者が法人

である場合には，土地所有者には，含み益利子税付き譲渡所得税が適用され，土地購入者には

「新譲渡所得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」）が適用される。

　「新譲渡所得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」）が適用される場合

の今期における土地購入者の新規土地需要価格Poは，地価の上昇を予想する場合には，

　　　　Ｔ-1
Po＝Σ　Pt

Ｈ P
I､､I

0 (1十i）91 1（1十i八

θＴ(1十i丿４(玖－Po)

　　　(1十i丿

となる。同様にして，来期における新規土地需要価格P1を求めると，

P1 ＝
ｙ　　p."　　＋　　PI､f

=1（1十i）91　（1十i）に1

θＴ(1十J)W-T(p､７Ｐ１)

　　　(1十i丿-1

㈲

坤

となる。尚式に（1十i）を掛けたものを尚式から差し引くと，土地購入者にとって今期と来期の

土地購入が無差別となる条件は，

ρ♂＋P1－Po二iPo＋
θＴ(P1－Po)

(1十J)T-1

(21)

となる。尚式を成立させるPoが，土地購入者が，地価の上昇を予想して土地を購入する場合の

新規土地需要価格である。

　土地所有者である法人にとって今期と来期の土地売却が無差別となる条件は，（10）式で示される

から, r = iと想定すれば，（10）式を尚式に代入することにより，地価上昇が予想される場合に今

期に土地を売却しても来期以降に土地売却を延期しても無差別となる条件は，次式で示すことが

できる。

ρOH－ poA＝(i－r)Ｐ汁
θＴ(P1－Po)

(1十J)T-1
－θ(P1－Po)－Γθ(Po－Ｒ)十Γθ(Po－Ｒ)

　　　　　　＝iθ（P1－Po）＞O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贈）

図式より，法人の土地所有者には，含み益利子税付き譲渡所得税が適用され，個人の土地購入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（632）

一

- 　 　 　 　 　 -
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者には，「新譲渡所得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」）が適用され

る場合には，法人に対する含み益利子税付き譲渡所得税と個人に対する「新譲渡所得税の死亡時

課税」の併用は，土地売却を阻害する効果（凍結効果）を持つと言える。この土地売却を阻害す

る効果（凍結効果）は，個人の土地購入者の割引率（利子率）ｉが高いほど，地価上昇期待（P1

－Po）が大きいほど大きいが，土地購入者の予想死亡時期（Ｗ期）には，依存しない。

　（22）式は，次のように解釈することができる。地価上昇が予想される下で，法人の土地所有者に

含み益利子税付き譲渡所得税が導入されたならば，すでに述べたように法人の土地所有者は，

今期から来期への土地売却を延期することによって今期から来期への地価上昇による税負担の増

加θ（P1－Po）という納税延期の不利益を受ける。これは，土地売却時期を促進する要因である。

他方，個人の土地購入者に「新譲渡所得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時

課税」）が導入されたならば，予想死亡時期がＷ期後の個人の土地購入者は，今期から来期への

土地購入を延期することによってθＴ（1十i丿-1｀（P1－Po）／（1十i）゛-1＝θＴ（P1－Po）／（1十i丿-1＝（1

十i）θ（P1－Po）の納税額減少という納税延期の利益を得る。これは，土地購入時期を遅らせる要

因である。（1十i）θ（P1－Po）という個人の土地購入者に対する土地購入時期を遅らせる要因が，

θ（P1－Po）という法人の土地所有者に対する土地売却時期を早める要因を上回る結果，法人の土

地所有者に対する含み益利子税付き譲渡所得税と個人の土地購入者に対する「新譲渡所得税の死

亡時課税」の併用は，iθ（P1－Po）の土地売却を阻害する効果（凍結効果）を持つのである。

IV.個人に対するθＴ－αの税率での「譲渡所得税の死亡時課税」と法人（企業）に対

　するθの税率での含み益利子税付き譲渡所得税の併用

　１．土地所有者が個人であり，土地購入者が法人である場合

　青野［2006］の提案では，「新譲渡所得税の死亡時課税」導入後，Ｔ期までは，「売却時中立型

新譲渡所得税の死亡時課税」を行うが，Ｔ期経過後は，Ｔ期の税率θＴで「譲渡所得税の死亡時

課税」を行う。ただし，Ｔ期経過後は，土地所有者が売却時点から，土地購入者が購入時点から

Ｊ年以内に死亡した場合には，θＴ－α（例えば, 35%-5%)の税率で死亡時に課税する。

　Ｔ期経過後に個人の土地所有者に対してθＴ－αの税率で「譲渡所得税の死亡時課税」が適用さ

れ，法人の土地購入者には，含み益利子税付き譲渡所得税が適用される場合には, r = iという想

定の下で，今期に土地を売却しても来期以降に土地売却を延期しても無差別となる条件は，（7）式

において，θ（P1－Po）／（1十r）s-1を（θＴ－α）（P1－Po）／（1十r）s-1に置き換えればよい。すなわ

ち, r = iという想定の下で，今期に土地を売却しても来期以降に土地売却を延期しても無差別と

なる条件は，次式で示すことができる。

ρ♂－poA二(i－ｒ)ＰO
θ(P1－Po)

(1十i丿-1

＝θ(P1－Po)－

十θ(P1－Po)－

(θＴ－α)(P1－Po)

　　(1十r)s-1

(23)式より，個人の土地所有者に対しては，

θ(P1－Po)　(θＴ－α)(P1－Po)
　　　　　－
(1十i丿-1　　　　(1十r)s-1

(23)

θＴ－αの税率で「譲渡所得税の死亡時課税」が適用

(633)

一
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され，法人の土地購入者に対しては，θの税率で含み益利子税付き譲渡所得税が適用される場合

には，個人に対する｢譲渡所得税の死亡時課税｣と企業に対する含み益利子税付き譲渡所得税の

併用は，土地売却を阻害する効果(凍結効果)を持つ場合もあれば，土地売却を促進する効果

(逆凍結効果)を持つ場合もあると言える。土地所有者の予想死亡時期(S期)が早く，S≦Jの

ときには, dT-aの税率で課税されて乱(θＴ－α)＝(1十ｒ)Jより，θ(P1－Po)＜(θＴ－α)(P1

－Po)／(1十ｒ)s-1となるから，逆凍結効果が生じる。土地所有者が売却時点からＪ年を超えて死

亡すると予想するときには，θＴの税率で課税されるが，Ｓ≦Ｔである限呪０Ｔ＝(1十ｒ丿より，θ

(P1－Po)＜θＴ(P1－Po)／(1十r)s-1となるから，逆凍結効果が生じる。Ｓ＋1＝Ｔならば，土地売

却について中立的である。土地所有者の予想死亡時期(S期)が遅＜，Ｓ＞Ｔになると，θ(P1

－Po)＞θＴ(P1－Po)／(1十ｒ)s-1となるから，凍結効果が生じ足

　２．土地所有者が法人であり，土地購入者が個人である場合

　法人の土地所有者には，θの税率で含み益利子税付き譲渡所得税が適用され，個人の土地購入

者にはθＴ－αの税率で｢譲渡所得税の死亡時課税｣が適用される場合を考えよう。この場合に，

今期に土地を売却しても来期以降に土地売却を延期しても無差別となる条件は，㈲式において，

θ(P1－Po)／(1十J)W-1を(θＴ－α)(P1－Po)／(1十J)W-1に置き換えればよい。すなわち，今期に

土地を売却しても来期以降に土地売却を延期しても無差別となる条件は，

ρOH－ poA＝(i－r)Ｐ汁
(θＴ－α)(P1－Po)

　　(1十i)W-l
－θ(P1－Po) 糾

となる。r＝iと想定すれば，図式より，法人の土地所有者には，θの税率で含み益利子税付き譲

渡所得税が適用され，個人の土地購入者にはθＴ－αの税率で｢譲渡所得税の死亡時課税｣が適

用される場合には，個人に対する｢譲渡所得税の死亡時課税｣と法人(企業)に対する含み益利

子税付き譲渡所得税の併用は，土地売却を促進する効果(逆凍結効果)を持つ場合もあれば，土

地売却を阻害する効果(凍結効果)を持つ場合もあると言える。土地購入者の予想死亡時期が早

く，Ｗ≦Jのときには，θＴ－αの税率で課税されても，θ(P1－Po)＜(θＴ－α)(P1－Po)／(1十i)W-l

となるから，凍結効果が生じる。土地購入者が土地購入時点からＪ年を超えて死亡すると予想す

るときには，θＴの税率で課税されるが，Ｗ≦Ｔである限り，θ(P1－Po)＜θＴ(P1－Po)／(1十i丿-1

となるから，凍結効果が生じる。Ｗ＋1＝Ｔならば，土地売却について中立的である。土地購入

者の予想死亡時期が遅＜，Ｗ＞Ｔになると，θ(P1－Po)＞θＴ(P1－Po)／(1十i丿-1となるから，逆

凍結効果が生じる。

Ｖ。「譲渡所得税の死亡時課税」十含み益利子税と「新譲渡所得税の死亡時課税」十含み

　益利子税の比較

　岩田・八田［2003］の提案するように個人の不動産（土地）に対しては「譲渡所得税の死亡

時課税」を課し，法人（企業）に対しては含み益利子税付き譲渡所得税を課す場合と，青野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(634)
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［2006］が提案するように個人の不動産（土地）に対しては「新譲渡所得税の死亡時課税」を

課し，法人（企業）に対しては含み益利子税付き譲渡所得税を課す場合とを比較すると，次のこ

とが言える。

　１．凍結効果（逆凍結効果）の比較

　岩田・八田［2003］の提案する個人に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と法人（企業）に対

する含み益利子税付き譲渡所得税の併用は，土地所有者が個人で土地購入者が法人の場合には，

土地売却を阻害する効果（凍結効果）を持ち，土地所有者が法人で土地購入者が個人の場合には

土地売却を促進する効果（逆凍結効果）を持つ。他方，青野［2006］の提案する個人に対する

「新譲渡所得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」）と企業に対する含み

益利子税付き譲渡所得税の併用は，土地所有者が個人で土地購入者が法人の場合には，土地売却

を促進する効果（逆凍結効果）を持ち，土地所有者が法人で土地購入者が個人の場合は，土地売

却を阻害する効果（凍結効果）を持つ。土地所有者が法人で土地購入者が個人の場合よりは，土

地所有者が個人で土地購入者が法人の場合の方が多いならば，土地所有者と土地購入者が共に個

人，あるいは，共に法人でない場合には，岩田・八田［2003］の提案する個人に対する「譲渡所

得税の死亡時課税」は，土地売却を阻害する効果（凍結効果）を持つ可能性が高く，青野

［2006］の提案する個人に対する「新譲渡所得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の

死亡時課税」）は，土地売却を促進する効果（逆凍結効果）を持つ可能性が高いと考えられる。

　青野［2006］の提案する個人に対する「新譲渡所得税の死亡時課税」では，新税制導入からＴ

期経過後は，Ｔ期の税率θＴで「譲渡所得税の死亡時課税」を行う。ただし，Ｔ期経過後は，土地

所有者が売却時点から，土地購入者が購入時点からＪ年以内に死亡した場合には，θＴ－α（例え

ば，35％－5％）の税率で死亡時に課税する。したがって，土地所有者が個人で，売却時点から

の予想死亡時期が遅＜（S期），Ｓ＞Ｔのときには，θＴの税率で課税され，土地購入者が法人でθ

の税率で含み益利子税付き譲渡所得税が課せられる場合には，個人に対するθＴの税率での「譲

渡所得税の死亡時課税」と法人に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用は，凍結効果を持つ

（売却時点からの予想死亡時期が，Ｓ≦Ｔのときには，逆凍結効果を持つ）。土地所有者が法人で

θの税率で含み益利子税付き譲渡所得税が課せられ，土地購入者が個人で，購入時点からの予想

死亡時期が遅＜（Ｗ期），Ｗ＞Ｔのときには，θＴの税率で課税され，個人に対するθＴの税率で

の「譲渡所得税の死亡時課税」は，逆凍結効果を持つ（個人の土地購入者の購入時点からの予想

死亡時期がＷ≦Ｔのときには，凍結効果を持つ）。

　２．凍結効果（逆凍結効果）の大きさの比較

　個人の土地所有者には，「譲渡所得税の死亡時課税」，法人の土地購入者には，含み益利子税付

き譲渡所得税が課せられる場合に今期と来期の土地売却が無差別となる条件を示す（7）式と個人

の土地所有者には，「新譲渡所得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」），

法人の土地購入者には，含み益利子税付き譲渡所得税が課せられる場合に，今期と来期の土地売

却が無差別となる条件を示す㈲式とを比較すると，個人の土地所有者の予想死亡時期が３期

（年）以上である（S≧3）限り。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(635)
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U＞卜Γθ(P1－Po)|
郎）

が成立する。

　さらに法人の土地所有者には，含み益利子税付き譲渡所得税，個人の土地購入者には，「譲

渡所得税の死亡時課税」が課せられる場合に今期と来期の土地売却が無差別となる条件を示す㈲

式と法人の土地所有者には，含み益利子税付き譲渡所得税，個人の土地購入者には，「新譲渡所

得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」）が課せられる場合に，今期と

来期の土地売却が無差別となる条件を示す（22）式を比較すると，個人の土地購入者の予想死亡時期

が３期（年）以上である（Ｗ≧3）限り，

θ(P1‾Po){{1十もｗ-1‾1} ＞liθ(P1－Po)| 坤

が成立する。

　土地の売却や購入に影響を与えるのは，予想死亡時期であって実際の死亡時期ではない。２期

（年）以内に死亡すると予想して土地の売却や購入を行う個人は例外的であろう。郎）式および尚

式から分かるように，S≦2やＷ≦2という例外的な場合を除いて，凍結効果を持つ場合であれ，

逆凍結効果を持つ場合であれ，その効果の大きさは，青野［2006］の提案する個人に対する「新

譲渡所得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」）と企業に対する含み益

利子税付き譲渡所得税の併用の方が，岩田・八田［2003］の提案する個人に対する「譲渡所得税

の死亡時課税」と企業に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用よりも小さい。すなわち，

「新譲渡所得税の死亡時課税」（「売却時中立型新譲渡所得税の死亡時課税」）と企業に対する含み

益利子税付き譲渡所得税の併用の方が，土地売却について中立性が高いと言える。

　また，θT-a>dであるから，（7）式と尚式，㈲式と尚式を比較すると，

θ(P1‾Po){1‾(1こ)s

θ(P1‾Po){(1
ﾐ

＼W-1

}＞θ(P1－Po)

刊 ＜
(θＴ－α)(P1

　　(1十i)゛

(θＴ－α)(P1－Po)

　　(1十ｒ)s-1

Po）

－θ(P1－Po)

(2ﾌﾞ)

が成立する。

　（2y）式より分かるように新税制導入からＴ期経過後は，Ｔ期の税率θＴで「譲渡所得税の死亡

時課税」を行い，土地所有者が土地売却時点から，土地購入者が土地購入時点からＪ年以内に死

亡した場合に限って, dr-a (例えば，35％－5％）の税率で死亡時に課税する場合には，土地

売却時期を遅らせる効果（凍結効果）を持つ場合払土地売却時期を早める効果（逆凍結効果）

を持つ場合もある。土地所有者が個人であり，土地購入者が法人である場合には，岩田・八田

［2003］の提案する個人の土地所有者に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と法人の土地購入者

に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用の場合には，必ず凍結効果が生じ，その凍結効果は，

土地所有者の予想死亡時期（S期）が遅くなるほど大きくなる。

　これに対して，青野［2006］の提案する個人に対する「新譲渡所得税の死亡時課税」と企業に

対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用の場合には，土地所有者の予想死亡時期（S期）が早

く，S≦Jのときには, e^-aの税率で課税され，逆凍結効果が生じるが，その逆凍結効果は。
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土地所有者の予想死亡時期（S期）がJ年に近づくにしたがって小さくなる。土地所有者が売却

時点からＪ年を超えて死亡すると予想するときには，θＴの税率で課税されるが，Ｓ≦Ｔである限

り，逆凍結効果が生じ，その逆凍結効果は，ＳがＴに近づくにしたがって小さくなる。Ｓ＝Ｔ＋1

ならば，土地売却について中立的である。Ｓ＞Ｔ＋1になると，凍結効果が生じる。ただし，土

地所有者の予想死亡時期が遅く，凍結効果が生じる場合で仏θＴ＞θであるから，その凍結効果

は，岩田・八田［2003］の提案する個人の土地所有者に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と法

人の土地購入者に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用の場合に生じる凍結効果よりは小さ

いｏ

　土地所有者が法人であり，土地購入者が個人である場合には，岩田・八田［2003］の提案する

個人の土地所有者に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と法人の土地購入者に対する含み益利子

税付き譲渡所得税の併用の場合には，必ず逆凍結効果が生じ，その逆凍結効果は，土地購入者の

予想死亡時期（Ｗ期）が遅くなるほど大きくなる。これに対して，青野［2006］の提案する個

人に対する「新譲渡所得税の死亡時課税」と企業に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用の

場合には，土地購入者の予想死亡時期が早く，Ｗ≦Jのときには，θＴ－αの税率で課税されても，

凍結効果が生じるが，その凍結効果は，土地購入者の予想死亡時期（Ｗ期）がJ年に近づくに

したがって小さくなる。土地購入者が土地購入時点からＪ年を超えて死亡すると予想するときに

は，θＴの税率で課税されるが，Ｗ≦Ｔである限り，凍結効果が生じ，その凍結効果は，ＷがＴ

に近づくにしたがって小さくなる。Ｗ＝Ｔ＋1ならば，土地売却について中立的である。Ｗ＞Ｔ

＋1になると，逆凍結効果が生じる。ただし，土地購入者の予想死亡時期が遅く，逆凍結効果が

生じる場合でも，θＴ＞θであるから，その逆凍結効果は，岩田・八田に003］の提案する法人の

土地所有者に対する含み益利子税付き譲渡所得税と個人の土地購入者に対する「譲渡所得税の死

亡時課税」の併用の場合に生じる逆凍結効果よりは小さい。

　具体的なイメージを得るためにθ＝20％，θＴ＝35％，α＝5％，ｒ＝2.5％とすると，Ｔ≒23年，

J≒16年となぷｽ土地所有者（土地購入者）が個人であり，土地購入者（土地所有者）が法人で

ある場合には，土地所有者（土地購入者）の予想死亡時期が17年以前であれば，逆凍結効果（凍

結効果）が生じる。逆凍結効果（凍結効果）が生じるときでも，土地所有者（土地購入者）の予

想死亡時期が11年～16年以内であれば，その逆凍結効果（凍結効果）の大きさは，岩田・八田

［2003］の提案する個人の土地所有者（土地購入者）に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と法

人の土地購入者（土地所有者）に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用の場合に生じる凍結

効果（逆凍結効果）の大きさよりも小さい。土地所有者（土地購入者）の予想死亡時期が16年以

後であっても24年以前であれば，逆凍結効果（凍結効果）が生じ，24年以後であれば，凍結効果

（逆凍結効果）が生じる。土地所有者（土地購入者）の予想死亡時期が17～23年以内の場合に生

じる逆凍結効果（凍結効果）や24年以後に生じる凍結効果（逆凍結効果）の大きさは，岩田・八

田［2003］の提案する個人の土地所有者（土地購入者）に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と

法人の土地購入者（土地所有者）に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用の場合に生じる凍

結効果や逆凍結効果の大きさよりも小さい。

　上述のケースを表示すると，表１のようになる。

　概して言えば，土地購入者は，土地売却を考えている個人の土地所有者よりも若年齢であり。
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表1　θＴ－αの譲渡所得税の死亡時課税と含み益利子税付き譲渡所得税の併用の効果

土地所有者（土地購入者）が個人で土地購入者（土地所有者）が法人の場合-

表２　譲渡所得税が土地売却に与える効果とその効果の大きさ

予想死亡時期S（Ｗ）　適用税率　　　　土地売却への効果　　　　　　　効果の大きさ注3

　　11年以前　　　θＴ－α＝30％　売却促進効果（売却阻害効果）売却促進効果が大（売却ｍ害効果が大）

　　11年～16年　　θＴ－α＝30％　売却促進（売却阻害）　　　　売却促進効果が小（売却ｍ害効果が小）

　　17年～23年　　θＴ＝35％　　　売却促進（売却阻害）　　　　売却促進効果が小（売却阻害効果が小）

　　24年以後　　　θＴ＝35％　　　売却阻害（売却促進）　　　　売却阻害効果が小（売却促進効果が小）

注1）θ＝20％，θＴ＝35％，α＝5％，ｒ＝2.5％，Ｔ≒23年，J≒16年と設定

注２）（　）内は，土地購入者が個人で土地所有者が法人の場合

注３）個人の土地所有者（土地購入者）に対するθの税率での「譲渡所得税の死亡時課税」と法人の土地購入者（土地所有者）

　　　に対する含み益利子税付き譲渡所得税を併用した場合との比較

　　　土地所有者　　　　　　　土地購入者　　　　　土地売却への効果　　　　　効果の大きさ

拉人へのθの死亡時課　　法人への含み益利子税　　売却阻害効果　　　　　　　売却阻害効果が大

法人への含み益利子税　　詮遠へのθの死亡時　売却促進効果　　　　　　　売却促進効果が大

貨丿完ぐjGyＴの中立的　　法人への含み益利子税　　売却促進効果　　　　　　　売却促進効果が小

法人への含み益利子税　　jgjj万こjぐぱＴの中立的　　売却ｍ害効果　　　　　　　売却阻害効果が小

iWAjよの∂Ｔ－αの死亡　　法人への含み益利子税　　詰対談尚)べ　売却阻害効果が小

法人への含み益利子税　　ﾌﾞP4≒ふｽﾞﾌﾟθＩ‾゜jの死　　万万詣京岳生Utあるいは　　　売却促進効果が小

その結果，土地購入者の予想死亡時期は遅く，逆凍結効果が生じるか可能性が高いか，凍結効果

が生じても，その効果は小さい可能性が高い。また，土地所有者も土地購入者も（特に土地購

入者は），極めて早い時期（上述の例では，10年以内）に死亡することを予想して土地を売却し

たり，購入したりすることは少ないであろう。その結果，多くの場合，凍結効果や逆凍結効果の

大きさは，岩田・八田［2003］の提案する法人の土地所有者に対する含み益利子税付き譲渡所得

税と個人の土地購入者に対する「譲渡所得税の死亡時課税」の併用の場合に生じる凍結効果や逆

凍結効果の大きさよりも小さいであろう。

　個人に対する譲渡所得税の死亡時課税と法人に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用が，

土地売却に与える効果とその効果の大きさを表示すると，表２のようになる。

　尚式，尚式および（27）式と表１および表２より分かるように個人に対する「新譲渡所得税の死

亡時課税」と企業に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用は，凍結効果を持つ場合も，逆凍

結効果を持つ場合もあるが，個人の土地所有者の予想死亡時期が極めて早いとき（このときには，

土地売却促進効果が生じる）や個人の土地購入者の予想死亡時期が極めて早いとき（このときに

は，土地売却ｍ害効果が生じる）を除いて，概して言えば，その効果の大きさは，青野に006］

の提案する個人に対する「新譲渡所得税の死亡時課税」と企業に対する含み益利子税付き譲渡所
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得税の併用の方が，岩田・八田［2003］の提案する個人に対する「譲渡所得税の死亡時課税」と

企業に対する含み益利子税付き譲渡所得税の併用よりも小さいと言える。

　以上より，土地所有者と土地購入者が共に個人でない場合においても，中立出すなわち，土

地売却時期を遅らせる効果（凍結効果）や土地売却時期を早める効果（逆凍結効果）を持つ可能

性とその効果の大きさという観点から，概して言えば，青野［2006］の提案する個人に対する

「新譲渡所得税の死亡時課税」の方が，岩田・八田［2003］の提案する個人に対する「譲渡所得

税の死亡時課税」よりも優っていると言える。

VI.譲渡所得税と未実現キャピタル・ゲインの評価

　１．個人への「新譲渡所得税の死亡時課税」と未実現キャピタル・ゲインの評価

　本節では，個人に対する「新譲渡所得税の死亡時課税」や企業に対する含み益利子税付き譲渡

所得税を実施する場合に生じる未実現キャピタル・ゲインの評価の問題について検討する。

　未実現キャピタル・ゲイン課税は，租税法上，可能か。

　現行の譲渡所得税制度の下では，個人が土地（不動産）を売却しないで死亡時まで保有し続け

れば譲渡所得税は課税されない。そして，相続において単純承認をする限り（限定承認をしない

限り），譲渡所得税の無限の繰延べが可能である。そのために現行の譲渡所得税制度は，相続

においても土地（不動産）の売却と取引を阻害するという凍結効果を持っている。凍結効果を排

除し，「新譲渡所得税の死亡時課税」が機能するためには，相続に際して，土地（不動産）が売

却されなくて仏土地（不動産）が被相続人から相続人に譲渡されたとみなして未実現キャピタ

ル・ゲインを評価し，いわゆる「みなし譲渡所得税」が課すことが不可欠である。

　このような「みなし譲渡所得税」は，租税法上，可能であろうか。金子［2006］によると，譲

渡所得の本質は，キャピタル・ゲイン，すなわち，所有資産の価値の増加益であり，「未実現の

キャピタル・ゲインも理論上は，所得であるから，それに対する課税は，所得税の性質を失うも

のではない」(231頁）

　判例により定義された，「資産の譲渡」とは，「有償無償を問わない」（最高裁判例昭和50年５

月27日民集29巻第５号641頁）とされている。したがって，対価を受け取らなくても資産の譲渡

になる。相続に際して，土地（不動産）が被相続人から相続人に譲渡されたとみなし，いわゆる

「みなし譲渡所得税」が課すことは，立法論的には，可能であると考えられる。

　水野［2005］は，シャウプ勧告以降における日本の譲渡所得税制度の変遷について，次のよう

に述べている。シャウプ勧告では，「譲渡所得の本質を重視し，相続や贈与という無償譲渡を

「みなし譲渡」として課税することを勧告したのである。これが立法化され，無償による譲渡の

場合には，時価による譲渡があったものとみなすという（現行所税59条）がおかれた。しかし，

実際には，相続人や受贈者には相続税もしくは贈与税がかかり，被相続人ないし贈与者には譲渡

所得に対する課税がなされることになり，負担が過重であるという批判があった。そこで，まず

①みなし譲渡課税の対象から，限定承認に係る相続（もしくは遺贈）以外の相続の場合を除外し

（昭和40年度改正），さらに，②個人の受ける贈与も，「みなし譲渡」から除外し，法人に対する
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贈与にたいしてのみ課税することにしたのである（昭和48年度改正）。法人については相続税が

ないためである」（206頁）「限定承認に係る相続（もしくは遺贈）以外の相続または遺贈，もし

くは個人への贈与の場合には，譲渡がなかったものとされ，被相続人や贈与者における取得価額

がそのまま引き継がれる」(carry-ove 「 basis（所税60条入）」（207頁）

　シャウプ勧告のように死亡時に「みなし譲渡」として課税することについて，「負担が過重

であるという批判」は妥当性であるかどうかを考えよう。 1993年の税制改正によって相続税の支

払いのために土地を売却した場合には，譲渡所得金額から相続税の支払い金額を控除できるよう

になった。現行の譲渡所得税制度の下でも，死亡時に「みなし譲渡」として課税する場合には，

相続税から「みなし譲渡」課税する額を控除すれば，過重な負担は避けることはできる。しかし，

現行の譲渡所得税制度の下では，公平性を確保しつつ，「負担が過重であるという批判」に対応

することには，技術的な困難性がある。なぜならば，被相続人が不動産を売却したときに課税さ

れる譲渡所得税と被相続人の死亡時に課せられる「みなし譲渡所得税」や相続人に課税される相

続税とは，課税の時期が異なっており，いつ不動産を売却したかによって両者の現在価値が異な

っている。その結果，「負担が過重であるという批判」に対処するために，譲渡所得税を支払っ

た後の資産に対して相続税をかける場合には，異なる時期に支払った譲渡所得税の現在価値をど

のようにして求めるかという問題が残るからである。

　「新譲渡所得税の死亡時課税」の下では，譲渡所得税と相続税の課税時期が同じであるから，

このような問題は生じず，譲渡所得税を支払った後の資産に対して相続税をかければよい。「新

譲渡所得税の死亡時課税」は，土地（不動産）を売却したときの現行の譲渡所得税制度の凍結効

果を排除するだけでなく，死亡時に未実現キャピタル・ゲインに課税することによって土地（不

動産）を売却しないときの譲渡所得税の凍結効果を排除し，不動産取引を活発化すると共に安定

的な税収を確保することを可能にするのである。

　「みなし譲渡所得税」と評価の問題

　死亡時に資産の増加益が実現したとみなし，「みなし譲渡所得税」を課す場合，評価はどのよ

うに行うべきであろうか。現行の譲渡所得税制度の下でも，一定の無償の譲渡または著しく低い

対価による法人への譲渡があった場合には，時価による譲渡があったものとみなしげみなし譲

渡」），未実現キャピタル・ゲインに対して課税される。「ここに時価とは，相続税評価額ではな

く，通常の取引価格を意味すると解すべきである（東京地判平成２年２月27日月報36巻８号1532

頁。公示価格が取引価格より低い場合には公示価格でよい）」（金子（20061231頁）。

　「みなし譲渡所得税」の問題点は，①未実現キャピタル・ゲイン（含み益）を評価することが

困難であることと，②土地固定資産税と比較しても評価の困難性と評価の相違によって納税者の

こうむる利害得失が著しく異なる結果，土地の時価にくらべて取得価格が十分に低いような長期

の土地保有でないと適用が困難であることである。評価の困難性については，未実現キャピタ

ル・ゲイン（含み益）固有の問題ではなく，土地固定資産税の場合にも存在するから，土地の時

価にくらべて取得価格があまり低くないような短期の土地保有の場合に評価の相違によって納

税者のこうむる利害得失が著しく異なるという問題点をどのように克服するかが大きな課題とな

る。

　居住用財産の譲渡所得には，3000万円の特別控除があるから，死亡時に「みなし譲渡所得税」
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が課せられるのは，不動産の時価にくらべて取得価格が低いような保有期間の長い不動産所有者

に対してであろう。この場合は，時価を評価することの困難性はあるが，評価の相違によって納

税者のこうむる利害得失が著しく異なるという未実現キャピタル・ゲイン課税特有の問題は少な

い。また，新譲渡所得税の死亡時課税の下では，保有期間の短い不動産所有者に対して死亡時に

課せられる「みなし譲渡所得」の名目税率は，通常の税率より低く設定される。すなわち，不動

産購入者が購入時点からＪ年以内（例えば，16年以内）に死亡した場合には，譲渡所得税率θＴ

（例えば, 35%)を基準にしてα％（例えば, 5%)の減税を行い，θＴ－α（35％－5％＝30％）

の税率で死亡時に課税する。この修正によって「譲渡所得税の死亡時課税」の公平性・非中立匪

の問題点を緩和できると共に，評価の相違によって納税者のこうむる利害得失が著しく異なると

いう問題点を緩和することができる。

　「新譲渡所得税の死亡時課税」を実施するためには，死亡時の不動産価格をどう評価するかと

いう問題が残る。不動産の鑑定評価は，取引事例比較法，収益還元法および原価法の３手法によ

り求められる価格を勘案して行なわれるものとされている（法第４条）。 2003年１月の新不動産

鑑定評価基準の施行で収益還元法の手法として直接還元法にＤＣＦ法が加わった。不動産の鑑定

評価基準としてのＤＣＦ法の活用は，今後増加すると考えられるが，現在のところ，特に，住宅

地の鑑定評価は，取引事例比較法が中心となって行なわれているのが実態である。取引事例比較

法やＤＣＦ法が有効に活用されるために乱取引価格を登記簿に記載したり，賃料収入を公開す

るなど，不動産価格に関する情報を可能な限り，公開することが必要である。取引価格を登記簿

に記載することは，取得価格を明確にするためにも必要である。譲渡所得税の死亡時課税によっ

て不動産の取引が活発になれば，取引事例も増加する。

　日本において，中古住宅の取引が不活発であり，特に，良質な中古住宅が出回るのが少ない理

由は，売り手と買い手の情報の非対象性が大きく，良質な中古住宅に対して正当な価格が付けら

れず，そのことが一層良質な中古住宅の供給を阻害し，質の悪い中古住宅のみが供給されるとい

うメカニズムが働く結果であると言われている(Akerlof［1970］の「レモンの理論」参照）。

それに加えて，日本のように不動産のキャピタル・ゲインや不動産価格の高い国において，譲渡

所得税や相続税の制度が，不動産を売却しないで保有し続けることを有利にする制度になってい

ることが中古住宅の取引を減少させている原因である。「新譲渡所得税の死亡時課税制度」の導

入は，高齢者が老後の生活資金を得ることが可能にすると同時に　日本の中古住宅市場において

優良な中古住宅の取引を増加させる効果を持つ。

２。法人への「含み益利子税付き譲渡所得税」と未実現キャピタル・ゲインの評価

５年以内の土地保有についての含み益利子税免除の提案

　「含み益利子税付き譲渡所得税」を実施する場合の問題点

　すでに述べたように，法人は個人のように死亡することはないから，法人に対して譲渡所得税

の死亡時課税を採用することはできない。法人に対しては，含み益利子税付き譲渡所得税を採用

すべきである。「含み益利子税付き譲渡所得税」自体は，地価下落が予想されない限り，土地売

却に対して中立的であり，凍結効果を生じさせない。しかし，「含み益利子税付き譲渡所得税」

を実施する場合の問題点として，すでに「みなし譲渡所得税」の問題点として述べたように，次
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の点が指摘できる。

　①　未実現キャピタル・ゲイン（含み益）を評価することが困難である。

　②　土地固定資産税と比較しても評価の困難性と評価の相違によって納税者のこうむる利害得

失が著しく異なる結果，土地の時価に比べて取得価格が低いような長期の土地保有でないと適用

が困難である。この点について十分には認識されていないので例をあげて示しておこう。今，土

地の取得価額が2,000万円の土地を想定しよう。この土地に対して今期首に2,100万円と評価した

ケース（ケースＡ）と2,200万円と評価したケース（ケースＢ）を考えよう。利子率を３％，土

地譲渡所得税を40％とすると，含み益利子税率は1.2%である。したがって，「含み益利子税付き

譲渡所得税」の下での今期末の納税額は，ケースＡでは，１万２千円，ケースＢでは２万４千円

であり，ケースＡとケースＢとの納税額の差は，１万２千円，比率にして２倍である。これに

対して実効税率１％の土地固定資産を課す場合の納税額は，ケースＡでは21万円，ケースＢでは

22万円であり，納税額の差は，１万円，比率にして約1.05倍にすぎない。土地は，異質性，個別

性が大きく，時価の正確な評価はほとんど不可能である。「含み益利子税付き譲渡所得税」の他

の土地税制と比較しての優劣は，正確な評価が不可能であるという現実認識のもとで論じなけれ

ばならない。正確な評価が不可能な場合の「含み益利子税付き譲渡所得税」から納税者が受ける

利害・得失は，土地固定資産税と比較しても極めて大きい。不正確な評価によって納税者が受け

る利害・得失が著しく大きい場合には，納税者の評価に対する反対や不満が大きくなり，実施が

困難である。このことは，「含み益利子税付き譲渡所得税」に限らず，未実現のキャピタル・ゲ

イン（値上がり益）への課税する場合には，一般的に言える。

　③　土地の保有期間が短く，含み益が多い時期には一期間毎の含み益の増加率が大きい結果，

含み益利子税の負担が急増することである。また，土地の保有期間が短く，地価の変動が激しい

場合には，含み益を評価することの困難性と評価の相違によって納税者のこうむる利害得失の差

が一層大きい。この点は，流動性という点で同様の問題点を持つ土地保有税と比較しても「含み

益利子税付き譲渡所得税」への心理的抵抗は大きいであろう。

　法人に対して，「含み益利子税付き譲渡所得税」を導入するためには，上述の３つの問題点を

緩和する方策が求められる。

　含み益の評価に際しては，岩田［1988］の述べているように現行の固定資産税制における３年

ごとの評価換え制度を利用するのが現実的であろう。ただし，ＤＣＦ法の定着や取引情報の提供

を通じて評価の精度を大幅に向上させなければならない。

　５年以内の土地保有についての含み益利子税免除の提案

　含み益利子税付き譲渡所得税」を導入する場合に生じる上述の問題点を考慮して，法人に対し

て「含み益利子税付き譲渡所得税」を課す場合には，現行の固定資産税制における３年ごとの評

価換え制度を利用することに加えて，５年以内の土地保有については，含み益利子税を免除する

ことを提案する。その第一の理由は，これによって，事業が軌道に乗るまでの企業の税負担を軽

減すると共に，土地の保有期間が短く，地価の変動が激しい場合に，未実現キャピタル・ゲイン

（含み益）を評価することの困難性と評価の相違によって納税者のこうむる利害得失が著しく異

なるという問題点を緩和することができるからである。５年以内という土地保有については，現

行の長期・短期の譲渡所得の区別に対応している。
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　5年を超える土地保有について含み益利子税を課すことは，事実上，長期土地譲渡所得につい

ての平準化措置を廃止することを意味する。長期譲渡所得について平準化措置(averaging

system)が採用されている理由は，金子［2006］によると，「譲渡所得は，長期間にわたって

徐々に累積してきたキャピタル・ゲインが資産の譲渡によって一挙に実現するものであるため，

高い累積税率の適用を緩和する必要があるとの考慮から」(227頁）であるとされている。しかし，

長期譲渡所得についての平準化措置は，凍結効果を生じさせる。土地のキャピタル・ゲイン（値

上がり益）は，公共投資等の外的要因に基づくものであり，その意味で不労所得である。公共投

資の成果の還元・公共投資のための財源確保という観点から乱凍結効果を無視してまで土地の

長期譲渡所得についての平準化措置を採用する根拠はない。

　第二の理由は，不動産鑑定評価方法との関連である。今後，法人の所有する事業用土地の鑑定

は，ＤＣＦ法が中心になっていくと考えられる。ある土地の地価は，その土地からの将来収益の

現在価値として求められる。当該土地からの将来収益を求めるとき，現実的には，周辺における

類似の土地からの収益実績と共に，当該土地からの収益実績を参考にせざるを得ないであろう。

当該土地からの収益実績を参考にするためには，一定期間の事業実績が必要であり，その期間は，

最低３年～５年は必要とすると考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

1）八田［1994］やAuerbach［1991］によって提案された売却時中立型の土地譲渡所得税の分析につ

　いては，金本［1994］参照。新しい土地譲渡所得税の死亡時課税の提案については，青野［2006］参

　照。

2）「含み益利子税付き譲渡所得税」の詳細については，岩田他［1993］および青野［2002］参照。

3）これらの仮定については，金本［1994],岩田規久男・山崎福寿・花崎正晴・川上康［1993］およ

　び山崎［1999］参照。

4) T, aおよびＪの関係については，青野［2006］参照。

5）今期の税率θを所与とし，Ｔ期の名目税率θＴを決めると，θＴ＝θ（1十r丿を成立させるＴが決まる。

　減税率αを決めると，Ｊが決まる。αが大きいほど，Ｊは小さい。この点については，青野［2006］

　参照。
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